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令和元年和泉市教育委員会第 9 回定例会 

 

日 時：令和元年 9 月 5 日（木） 午後 3 時 00 分から 

場 所：和泉市教育センター セミナー室 

 

 

出席者   教育委員会 

教育長            小川 秀幸 

教育長職務代理者     本間 法之 

委員                 槙野 勝美 

委員                 松尾 孝人 

委員                 藤原 安次 

委員         藤原 真佐子 

 

事務局 

参与                      森吉 豊 

教育次長兼学校教育部長            並木 敏昭 

         （学校教育部） 

教育指導監                  大槻 亮志 

次長兼教育センター所長            杉前 洋 

教育総務室長     土本 英也 

指導室長      上田 茂幸 

指導室指導担当課長              大野 浩昭 

教育総務室保健給食担当総括主幹        藤原 利依 

教育総務室総務企画担当総括主幹        山本 暢子 

教育総務室総務企画担当主幹          岩井 靖久 

（こども部） 

こども部長                  北野 泰史 

こども未来室長                山本 幸永 

こども未来室保育幼稚園担当課長        山下 和彦 

こども未来室保育幼稚園担当総括主幹      樋上 征史 

（生涯学習部） 

生涯学習部長                 堂ノ上 宏幸 

生涯学習部次長 

 文化財振興・読書振興・久保惣記念美術館担当 乾 哲也 

久保惣記念美術館総括参事           橋詰 文之 
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1． 開 会 

 

2. 会議録署名委員の指名について 

 

3. 審議事項 

議案第 32 号 和泉市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則制定について 

議案第 33 号 和泉市教育委員会事務局専決規程の一部を改正する規則制定について 

議案第 34 号 和泉市保育の利用に関する規則の一部を改正する規則制定について 

議案第 35 号 和泉市私立幼稚園保育料補助金交付規則の一部を改正する規則制定につい 

         て 

 

4. 報告事項 

（1） 和泉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める規則の 

一部改正について 

（2） 渋谷区立松涛美術館「日本・東洋 美のたからばこ～和泉市久保惣記念美術館の名品」

への出陳について 

（3） 令和元年度和泉市小学校陸上競技大会開催案内について 

（4） 令和 2 年度南横山小学校小規模特認校児童募集について 

（5） 令和元年度文化芸術科学ふれあい体験事業について 

（6） 平成 31 年度（令和元年度）全国学力・学習状況調査 和泉市調査結果概要について 

     

5. その他の報告事項 

 

6．閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

小川教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山下課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、定刻となりましたので、令和元年和泉市教育委員会第 9回定例会

を開会させていただきます。 

まず、会議の前に、小学校における普通教室等への空調の設置に関しまして、

建築部局の多大な協力のもと、この夏休みを利用し、工事を進めてまいりまし

て、足場の撤去など全体の工事は完了していませんが、空調としては、2学期

から使用が可能となり、子どもたちにとってより良い教育環境を整えることが

できましたことをご報告させていただきます。 

 

それでは、改めまして議事を進めさせていただきます。まず、第 2回臨時会

及び第 8回定例会の会議録ですが、事前に配布し、ご確認いただいております

が、ご異議はございませんか。 

【異議なし】 

ご異議がないようですので、第 2回臨時会及び第 8回定例会の会議録につい

て承認することにいたします。 

続きまして、今回の会議録署名委員の指名でございますが、本間職務代理者

と藤原真佐子委員にお願いいたしますので、よろしくお願いします。 

それでは、議事を進めさせていただきます。 

本日は、審議事項 4件、報告事項 6件になります。 

それでは、議案第 32 号「和泉市教育委員会事務局処務規則の一部を改正す

る規則制定について」ですが、次の第 33 号から第 35 号及び報告事項 1まで、

いずれも、保育無償化を実施するための「子ども・子育て支援法」の改正に伴

う、規則改正となりますことから、一括して、事務局（こども未来室）より説

明願います。 

 

保育幼稚園担当課長の山下です。 

議案第 32 号から議案第 35 号について、改正の概要を説明させていただきま

す。 

資料 1ページをご覧ください。 

今回の教育委員会規則改正は、本年 10 月から無償化を実施するため「子ど

も･子育て支援法」が改正されたことに伴い改正が必要となったものです。 

これまで市は、認定こども園、保育所、新制度幼稚園などに「教育･保育給

付」を行ってきました。 

一方、無償化に伴い、新たに市が、私学助成幼稚園、認可外保育施設などに

施設等利用費を給付するために、子ども･子育て支援法の中で、従来の「教育･

保育給付」に加え、新たに「施設等利用給付」を規定するという整理が行われ

ました。 

具体的には、「和泉市教育委員会事務局処務規則」で、こども未来室におい

て施設等利用給付に関する事務を行うことを規定し、「和泉市教育委員会事務

局専決規程」では、その事務は課長の専決事項であることを規定、また、「和

泉市保育の利用に関する規則」では、文言と申込様式の修正を行うものです。 
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また、「和泉市私立幼稚園保育料補助金交付規則」の改正については、現在、

同補助金は私立幼稚園就園奨励費補助金を受けていない者を対象に年額

30,000 円を交付しているものですが、10 月以降は保育料が無償となるため、

補助金の年額を 15,000 円、交付期間を 9月までに改正するものです。 

なお、後日、同規則を廃止する規則を別途制定する必要があります。 

続きまして、各規則ごとの改正内容をご説明申し上げます。 

資料 2ページから 3ページをご覧ください。 

まずはじめに、議案第 32 号「和泉市教育委員会事務局処務規則の一部を改

正する規則制定について」の提案理由並びにその内容についてですが、理由は、

子ども・子育て支援法の改正により所要の規定の整備を行う必要があるためで

す。 

次に改正の主な内容ですが、4ページをご覧ください。 

第 3 条中「に係る支給認定」を削り、同項中第 5 号から第 25 号までを 1 号

ずつ繰り下げ、第 4号の次に「（5）子育てのための施設等利用給付に関するこ

と。」を加えます。 

なお、附則といたしまして、この規則は、令和元年 10 月 1 日から施行しよ

うとするものです。 

続きまして、議案第 33 号「和泉市教育委員会事務局専決規程の一部を改正

する規則制定について」の提案理由並びにその内容についてですが、 資料 7

ページから 8ページをご覧ください。 

理由は、子ども・子育て支援法の改正により所要の規定の整備を行う必要が

あるためです。 

次に改正の主な内容ですが、9ページをご覧ください。 

第 5 条第 2 項の表中、こども未来室の担当課長の項に「（13）子育てのため

の施設等利用給付に関すること。」を加えます。 

なお、附則といたしまして、この規則は、令和元年 10 月 1 日から施行しよ

うとするものです。 

続きまして、議案第 34 号「和泉市保育の利用に関する規則の一部を改正す

る規則制定について」の提案理由並びにその内容についてですが、資料 10 ペ

ージから 14 ページをご覧ください。 

理由は、子ども・子育て支援法の改正により所要の規定の整備を行う必要が

あるためです。 

次に改正の主な内容ですが、15 ページから 18 ページをご覧ください。 

第 5条及び第 6条中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改めます。 

また、様式第 1号を 17 ページから 18 ページのとおり改めます。 

なお、附則といたしまして、この規則は、令和元年 10 月 1 日から施行しよ

うとするものです。 

続きまして、議案第 35 号「和泉市私立幼稚園保育料補助金交付規則の一部

を改正する規則制定について」の提案理由並びにその内容についてですが、資

料 19 ページから 21 ページをご覧ください。 
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小川教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理由は、子ども・子育て支援法の改正により所要の規定の整備を行う必要が

あるためです。 

次に改正の主な内容ですが、21 ページをご覧ください。 

第 3 条第 2 項中「30，000 円」を「15，000 円」に改め、同条第 3 項中「翌

年の 3月」を「9月」に改めます。 

附則といたしまして、この規則は、令和元年 10 月 1 日から施行しようとす

るものです。議案第 32 号から第 35 号についての説明は以上です。 

続きまして、報告事項（1）「和泉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の利用者負担額を定める規則」の一部改正について、その概要をご説明申

し上げます。 

資料 22 ページから 24 ページをご覧ください。 

まず、改正の理由ですが、子ども・子育て支援法及び関連する政省令の一部

改正に伴い、和泉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担

額を定める規則の別表第1及び第2の保護者負担額の改正等を行う必要がある

ためです。 

改正の概要ですが、別表第 1 及び別表第 2 は無償化の対象となる年齢･階層

の保護者負担額を「0」にし、また、規則中の「支給認定」を「教育･保育給付

認定」に改めるものです。 

なお、この規則は、令和元年 10 月 1 日から施行するものです。 

以上です。 

 

ただいま説明が終わりました。何かご質問等ございませんか。 

ないようでしたら、お諮りいたします。 

議案第 32 号から第 35 号について、原案どおり可決することにご異議ござい

ませんか。 

【異議なし】 

ご異議がないようですので、議案第 32 号から第 35 号は、原案どおり可決い

たします。 

審議事項は以上ですので、次に、報告事項に移ります。 

報告事項1については先ほど説明が終わりましたので、報告事項2について、

事務局より説明願います。 

 

以下の内容を報告して終了。 

 

報告事項 

（2）渋谷区立松涛美術館「日本・東洋 美のたからばこ～和泉市久保惣記念

美術館の名品」への出陳について 

（3）令和元年度和泉市小学校陸上競技大会開催案内について 

（4）令和 2年度南横山小学校小規模特認校児童募集について 

（5）令和元年度文化芸術科学ふれあい体験事業について 
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（6）平成 31 年度（令和元年度）全国学力・学習状況調査 和泉市調査結果概

要について 

 

その他の報告事項 

・大阪府チャレンジテストについて 
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令和元年和泉市教育委員会第 9 回定例会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

傍聴は当日受付しています。皆様の傍聴をお待ちしております。 

 

 傍聴方法：当日受付 

開会時刻 15 分前から先着順で入室可能ですが、その時点で定員を超える場合は抽選

とします。（定員数は会場により異なります。） 

ただし、人事に関することなど非公開となる案件は傍聴できません。 

 

 


